
魚津市告示第147号 

 

令和２年度魚津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要

綱の一部改正について 

 

令和２年度魚津市ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱（令和２

年７月30日魚津市告示第87号）の一部を次のように改正する。 

 

令和２年12月21日 

 

魚津市長  村椿  晃    

 

 

 

第１条中「この要綱は、」の次に「令和２年12月11日付一部改正後の」を

加える。 

第３条第２項第１号中「基本給付」の次に「（再支給分を含む。）」を加

える。 

第４条第３項中「令和２年８月14日までに前項の届出がないときは」を「

第１項の支給の申込み後」に改め、「基本給付」の次に「（令和２年12月11

日以降に支給する場合は、再支給分を含む。）」を加える。 

第５条第１号中「児童扶養手当口座」を「給付金支給口座」に改め、「令

和２年６月分の児童扶養手当」の次に「又は給付金」を加える。 

第７条中「家計急変者に対する基本給付」の次に「（令和２年12月11日時

点で既に基本給付の支給を受けている又は申請している者に再度支給される

基本給付（以下「基本給付（再支給分）」という。）を除く。）」を加え、

「様式第３号）（以下「基本給付申請書」という。」を「様式第３号。以下

「基本給付申請書」という。」に改める。 

第16条を第18条とし、第15条を第17条とし、第14条を第16条とする。 

第13条第１項中「第８条」を「第10条」に、「第９条」を「第11条」に改

め、同条第２項中「第４条第３項」の次に「及び第８条第３項」を、「児童

扶養手当」の次に「又は給付金」を加え、同条第３項中「第11条」を「第13

条」に改め、同条を第15条とする。 

第12条を第14条とする。 

第11条中「第９条」を「第11条」に改め、同条に後段として次のように加

える。 

なお、第７条第１項に基づく申請において、基本給付（再支給分）の申 



請を併せて提出した基本給付申請者に対しては、基本給付（再支給分） 

の支給額を合算した額を支給する。 

第11条を第13条とし、第10条から第８条までを２条ずつくり下げ、第７条

の次に次の２条を加える。 

（令和２年12月11日時点で既に基本給付の支給を受けている又は申請して 

いる公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付（再支給分） 

の支給の申込み等） 

第８条 基本給付を支給した市は、公的年金給付等受給者及び家計急変者に 

対し、基本給付（再支給分）を支給する場合には、支給の申込みを行う。 

２ 公的年金給付等受給者及び家計急変者は、前項の申込みを受けた際、 

基本給付（再支給分）の受給の拒否を届け出ることができる。 

３ 市は、第１項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、公的年金給付 

等受給者及び家計急変者に対し、基本給付（再支給分）を支給する。ただ 

し、前項の届出があったときは、この限りではない。 

（公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付（再支給分）の 

支給の方式） 

第９条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する基本給付を支給した 

市による基本給付（再支給分）の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれ 

かにより行う。 

（１） 給付金支給口座振込方式 給付金振込時における指定口座に振り 

込む方式 

（２） 指定口座振込方式 前条第３項の支給決定前までに、公的年金給 

付等受給者及び家計急変者が基本給付の支給を受けた際の住所地の市に 

前号の指定口座の変更の届出を提出し、市が当該届出を受けた指定口座 

に振り込む方式  

 様式第２号及び様式第３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 （略） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出書類 （略） 



様式第５号中「（第９条関係）」を「（第11条関係）」に改める。 

附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 


